
１．行おうとする開発行為が「許可」「承認」「事前協議のみ」を要する開発行為かどうか

都市計画

区域内？

2000㎡以上

の開発？

3000㎡以上

の開発？

事前協議＋許可

が必要

開発区域内道路

を新設する？

その道路は

町に帰属する？

事前協議＋承認

が必要

事前協議のみ

が必要事前協議のみ

が必要

要綱に基づく

申請は不要

10000㎡以上

の開発？

事前協議＋許可

が必要

要綱に基づく

申請は不要

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ



２－１．「事前協議のみ」を要する開発行為の手続きの流れ

隣接・関係者

への説明

事前協議

終了
回答、意見事前審査事前協議申請

公共施設管理者

の同意

公共施設管理者

との協議

公益的施設管理者
との協議

他法令に基づく

手続き

意見を開発行為

の内容に反映



２－２．「許可」又は「承認」を要する開発行為の手続きの流れ（開発申請まで）

開発許可・承認

申請

区域内の権利者

の同意

隣接・関係者

への説明

事前協議

終了
回答、意見事前審査事前協議申請

公共施設管理者

の同意

公共施設管理者

との協議

公益的施設管理者
との協議

他法令に基づく

手続き

申請内容の修正



３－１．「許可」を要する開発行為の手続きの流れ（開発申請以降）

開発許可申請 審査 許可通知 開発工事着手

工事の廃止が決定
廃止の届出と

理由書の提出

完了前に建築物等の
建築が必要

都計法第37条に

基づく申請
承認通知 建築確認の申請 建築工事着手

開発内容の

変更が発生

変更の許可申請
変更の

許可通知

変更の届出

盛土規制法の規制を
受ける規模の盛土等

盛土規制法の

中間検査、定期報告

工事完了届提出

引継書及び

関係図書の提出

完了検査 検査済証の交付 完了公告

管理の引継ぎ

土地の帰属

※盛土規制法に基づく



３－２．「承認」を要する開発行為の手続きの流れ（開発申請以降）

開発承認申請

2ｍ超えの擁壁

を設置する

盛土規制法の許可が
必要な盛土等を行う

盛土規制法に基づく
許可

建築基準法に基づく
確認申請

審査 承認通知 開発工事着手

工事の廃止が決定
廃止の届出と

理由書の提出

開発内容の変更

が発生

変更の許可申請
変更の

承認通知

変更の届出

盛土規制法の規制を
受ける規模の盛土等

盛土規制法の

中間検査、定期報告

盛土規制法の

完了検査

確認申請を行った

2ｍ超えの擁壁
完了検査の申請 完了検査

工事完了届提出

引継書及び

関係図書の提出

完了検査 検査済証の交付 寄付申出書提出

管理の引継ぎ

土地の帰属

※盛土規制法に基づく

※盛土規制法に基づく

※建築基準法に基づく

※建築基準法に基づく

はい

いいえ

※事前協議申請前に行うことが望ましい


